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あるいは裁判規範となるのではない。条約

が、抽象的・一般的な原則を述べるにとど

め、その具体化を各国の国内法に委ねてい

る場合が少なくないからである。そこで、

条約の直接適用可能性が問題となるのであ

る。そのような意味で、条約が「それ以上

の立法などの措置の必要なしに適用される

こと」を「直接適用可能」という(61)。ここ

で「適用」というのは、国民の権利義務を

創設したり、あるいは裁判規範となること

を意味している。 
そして条約が直接適用可能といえるため

には、国際法上、①条約の作成・実施の過

程の事情により、私人の権利義務を定め直

接に国内裁判所で執行可能な内容なものに

するという、締約国の意思が確認できるこ

と（主観的基準）と、②私人の権利義務が

明白、確定的、完全かつ詳細に定められて

いて、その内容を具体化する法令を待つま

でもなく国内的に執行可能な条約規定であ

ること（客観的基準）が必要であるとされ

ている(62)。 
このような判断枠組みに対しては、現在

国際法の分野で盛んに議論がなされていて、

直接適用と間接適用を区別する見解(63)や

直接適用可能性と裁判規範性を区別すべき

とする見解(64)などが提唱されていて注目

されている(65)。しかし、本稿では、これま

で通説とされ、裁判例でも受け入れられて

いる伝統的な考え方で検討することとする。

なお、我が国の豚肉差額関税制度を定めた

関税暫定措置法が、WTO の農業協定 4 条

(2)に反するか否かが多くの裁判例で争わ

れているが、これについては、伝統的な主

観基準と客観基準で判断されている(66)。一

方、伝統的な主観基準と客観基準は、具体

的な給付請求権等、国に作為義務を課す場

合に限られるとする見解も提唱されている

が(67)、豚肉差額関税制度事件についての東

京高裁平成 31 年 1 月 17 日判決（訟月 65

巻 10 号 1482 頁）では、条約が国に対する

不作為義務を課す場合にも妥当するとされ

ている。 
このような伝統的な観点でみたとき、租

税条約の場合、配分ルールのうちの減免規

定は、締約国が各締約国の課税権を制限す

る趣旨で締結していることが明らかで主観

的基準を満たし、日米租税条約 11 条(2)の
ように「一定の税率を超えないもの」と表

現しているものを除いて、かつ、その文言

は明確であり一般には直接適用可能と考え

られる(68)。 
一方、MC9 条(1)が直接適用可能かが問

題とされているが、これは、国内法での移

転価格税制の立法なしに、MC9 条(1)を根

拠として課税できるかとの問題である。こ

の点は、MC9 条(1)は、それ自体では抽象

的な規定であり、また、課税は国内法の立

法を予定していると考えられることから直

接適用はされないと考えられている(69)。し

かし、MC9 条(1)は、国内法の立法が同条

項の定める独立企業原則に反するのであれ

ば国内法による課税権を制限する効果は有

しており、また、OECD の移転価格ガイド

ラインによりその内容が明確になっている

ことから課税権を制限するという意味での

直接適用可能性はあると考えられる。 
(2) PPT 条項についての検討 

一方、PPT 条項は、租税条約の配分ルー

ルによる減免を否定し、締約国の課税権を

復活させるものである。課税自体は締約国

の国内法で課税されるのであり、PPT 条項

で納税義務を課すものではない。措置条約

7 条(1)を選択して PPT 条項が組み込まれ

た租税条約の場合、租税条約による国内法

上の課税権の制限を取り払う効果を有する

ことは明らかで、上記（1）の①の主観的

基準は満たすと考えられる。しかし、国内

法上の課税権の制限を取り払うにすぎない

場合であっても、文言が不明確であれば上
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